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屋内消火栓設備の 1号消火栓の操作方法の周知徹底について(通知) 

 

 屋内消火栓設備の 1号消火栓(消防法施行令第 11 条第 3項第 1号に規定する屋内消火栓をいう。以下同じ。)の操作方法について

は、社団法人日本消防放水器具工業会(以下「工業会」という。)の製作する当該操作方法を示す表示シール(以下「シール」という。)の

活用等により、その周知徹底が図られているところである。 

 今般、工業会において、1 号消火栓の操作方法について容易に理解できるものとして別添のとおりシールのデザインの変更等が行わ

れたところである。 

 貴職におかれては、下記事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもよろしく御指導

願いたい。 

記 

 

1 今回の変更は、火災時における 1号消火栓の適切な操作の実施に資することを目的として、次の事項について区分・明確化を行っ

たものであること。 

 

 (1) 現在普及している 1号消火栓には、加圧送水装置の起動装置が専用に設けられているもの(別添図 1)及び非常警報設備の起

動装置等と兼用のもの(別添図 2)が存すること。 

 

 (2) 1 号消火栓の操作には、通常 2名以上の者が必要であること。 

 

2 シールは、消防法施行規則第 12 条第 1項第 3号イに掲げる表示として認められるものであること。 

 

3 消防訓練等の実施の際には、シールに示されている手順で操作を行うことを指導するとともに、防火対象物の関係者がシールを活

用する場合には、消火栓箱の扉の表面にシールを貼付するよう指導されたいこと。 

 

 また、既存の消火栓箱についても、機会をとらえ、シールを活用することが望ましいこと。 

 

4 今回の変更に伴い、「屋内消火栓設備の消火栓の操作方法の周知徹底について」(昭和 57 年 11 月 26 日付け消防予第 238 号)は、

廃止するものであること。 



 



 


